
（単位：千円　）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
工作物減価償却累計額 未払金
船舶 未払費用
船舶減価償却累計額 前受金
浮標等 前受収益
浮標等減価償却累計額 賞与等引当金
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金

繰延資産

【様式第１号】

連結貸借対照表
(令和6年3月31日現在)

科目 金額 科目 金額

- -
- 59,690
- -

59,046,331 31,004,160
58,230,356 30,943,470

- 178
- 7,318
- -

- 1,000
- 2,081,896
- 2,036,892

- -
- 負債合計 33,086,056
-

- -
- 35,587
- 1,921

7,847,943
△5,136,376
97,273,192

- 59,046,331
56,233,078 △32,900,483
10,809,789 18

4,845,617
4,121,792

△2,124,514

△59,407,087
-
-

806,661
3,000

-

9,314
9,314

-

792,804
-

792,804
-

3,000
-
-

10,857

-
-
-

-
185,591
185,591

8

- 純資産合計 26,145,867

資産合計 59,231,923 負債及び純資産合計 59,231,923

-
-
-

△8



（単位：千円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

【様式第２号】

連結行政コスト計算書
自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

科目 金額

24

5,118,069

4,017,559

452,040

398,559

35,587

8,563

9,331

3,366,965

653,888

336,039

2,377,013

-

198,554

196,755

8

1,791

1,100,510

1,089,198

-

11,312

2,086,163

1,902,593

183,570

3,031,906

3,031,906

-

-

-

-

-

-

-



(単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 57,934,338 △31,230,550 38

純行政コスト（△） △3,031,906 △20

財源 2,473,946 -

税収等 1,842,104 -

国県等補助金 631,842 -

本年度差額 △557,960 △20

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額 -

無償所管換等 -

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他

本年度純資産変動額 1,111,993 △1,669,933 △20

本年度末純資産残高 59,046,331 △32,900,483 18

-

-

△557,960

26,145,867

-

-

-

26,703,827

△3,031,906

2,473,946

1,842,104

631,842

△557,960

【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

科目 合計
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連結財務書類に係る注記 

 

1 重要な会計方針 

⑴ 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

  ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

 ア 昭和 59 年度以前に取得したもの･･･････････再調達原価 

    ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。 

  イ 昭和 60 年度以後に取得したもの 

    取得原価が判明しているもの････････････････取得原価        

取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。 

  ② 無形固定資産･･････････････････････････････原則として取得原価 

ただし、取得原価が不明なものは、再調達原価としています。 

    

⑵ 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法 

 出資金 

 市場価格のないもの･･････････････････････出資金額 

 

 ⑶ 有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産･････････定額法 

     なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

      建物   ６年～50 年 

      工作物  10 年～60 年 

      物品   ５年～17 年 

  ② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

   （ソフトウェアについては、庁内における見込利用期間（５年）に基づく定額法によっています。） 

   

⑷ 引当金の計上基準及び算定方法 

  ① 徴収不能引当金 

    未収金については、過去５年間の平均不能欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴

収不能見込額を計上しています。長期貸付金については、過去５年間の平均不能欠損率により（又

は個別に回収可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。 

② 退職手当引当金 

    期末自己都合要支給額を計上しています。 

  ③ 賞与等引当金 

    翌年度６月支給予定の期末手当、勤勉手当等及びそれらに係る法定福利費相当額の見込額につ
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いて、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 

 

⑸ 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。 

 

2 重要な会計方針の変更等 

⑴ 会計方針の変更 

該当事項はありません。 

 

⑵ 表示方法の変更 

 該当事項はありません。 

 

3 重要な後発事象 

 ⑴ 主要な業務の改廃 

 該当事項はありません。 

 

⑵ 組織・機構の大幅な変更 

   該当事項はありません。 

  

⑶ 地方財政制度の大幅な改正 

 該当事項はありません。 

 

⑷ 重大な災害等の発生 

 該当事項はありません。 

 

4 偶発債務 

 ⑴ 保証債務及び損失補償債務負担の状況 

該当事項はありません。 

 

⑵ 係争中の訴訟等 

該当事項はありません。 

 

5 追加情報 

⑴ 連結対象団体（会計） 

団体（会計）名 区分 連結の方法 比例連結割合 

港湾特別会計 地方公営企業会計 全部連結 － 

胆振東部日高海域

漁業操業安全基金

第三セクター等 全部連結 － 
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協会    

日高管内漁業振興

協会 

第三セクター等 全部連結 － 

連結の方法は次のとおりです。 

① 地方公営企業会計は、すべて全部連結の対象としています。 

② 第三セクター等は、出資割合等が 50％を超える団体（出資割合等が 50％以下であっても業務

運営に実質的に主導的な立場を確保している団体を含みます。）は、全部連結の対象としていま

す。また、いずれの地方公共団体にとっても全部連結の対象とならない第三セクター等につい

ては、出資割合等や活動実績等に応じて、比例連結の対象としています。ただし、出資割合が

25％未満であって、損失補償を付している等の重要性がない場合は、比例連結の対象としてい

ない場合があります。 

 

⑵ 出納整理期間 

地方自治法第 235 条の 5 に基づき、出納整理期間を設けられている団体（会計）においては、出

納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。 

なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設けている団体（会計）との

間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したものとして調整

しています。 

 

 ⑶ 表示単位未満の取扱い 

千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。 

 

⑷ 売却可能資産の範囲の範囲及び内訳は、次のとおりです。 

   ア 範囲 

    すべての普通財産及び用途廃止が予定されている行政財産 

   イ 内訳 

    該当はありません 

 


